
１．施設の名称等

２．施設の概要
昭和 24 年 4 月 1 日

）

）

３．指定管理者の概要

令和 3 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日

■ 未導入 ■ 公募 非公募

指定期間 ～

業　　務
施設（設備）の維持・修繕等

利用料金制 導入済 選定方法

（説明）
「県営住宅１戸あたりの管理コスト」＝Ｃ÷（管理戸数）
【管理戸数】令和３年度：12,305戸、令和４年度：12,190戸、令和５年度：12,190戸、令和６年度：12,190戸

指定管理者
の名称等

≪所在地≫ 長崎市元船町17番1号
≪名  称≫ 長崎県住宅供給公社
≪代表者氏名≫ 松尾　信哉

単位あたりコスト 113 111 114 117 120
合計＜Ｃ＝Ａ＋Ｂ＞ 1,383,113 1,347,626 1,386,407 1,418,597 1,462,286

人件費＜Ｂ＞ 34,132 34,369 35,592 36,188 36,160

795,587

その他（
国有財産等所在
市町村交付金等

362,528 517,670 553,161 585,001 630,539
内
訳

管理運営負担金 795,611 795,587 797,654 797,408

1,014,654
事業費＜Ａ＞ 1,348,981 1,313,257 1,350,815 1,382,409 1,426,126

財
源

0 0
その他（ 住宅使用料等 445,802 433,100 440,767 415,091 411,472

国　　庫 0 0 0

一般財源 903,179 880,157 910,048 967,318

令和7年度
（単位：千円） （実績） （実績） （実績） （実績） （計画）

施設の利用
料金体系

入居者の所得及び住戸の立地条件、住戸面積、供用開始からの経過年数等に応じて家賃を決定

類似施設の
設置状況

住宅使用料収入と維持補修費の対比     令和２年度予算ベース     単位：戸、千円

県
　
予
　
算

区　　　分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

設置目的
住宅に困窮する低所得者及び不良住宅の除去等に伴い、住宅に困窮する者を低廉な家賃で入居させる
ため

利用対象者等 県営住宅入居者

施設内容 82団地　12,190戸

維持可能なインフラの整備及び利活用
事 業 群 ① インフラの戦略的な維持管理、更新及び利活用の推進

設置年月日
設置法令等 長崎県営住宅条例第３条（平成９年３月２１日）

所　在　地 長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、長与町、時津町 課（室）長名 野口　孝

総合計画上の位置づけ
基本戦略 3-1 人口減少に対応できる持続可能な地域を創る
施　　策 6

〔指定管理者制度導入施設〕〔Ａ調書〕

事業評価調書〔途中評価〕（令和７年度）

施　設　名　称 県営住宅（西海市除く）
事 業 所 管 土木部 住宅課



４．成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況
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５．令和６年度事業の実施状況・実績の検証

管
理
運
営
の
状
況

計　　　　画 実　　　　績
＜指定管理者実施分＞
　①入退去関係業務を適切に行う。
　②修繕に関する業務を適切に行う。
　③家賃等に関する業務を適切に行う。
　④収入申告に関する業務を適切に行う。
　⑤駐車場に関する業務を適切に行う。
　⑥入居申込者及び入居者へのサービス向上を行う。

<県実施分>
  家賃（含む駐車場使用料）の決定、督促を行う。

＜指定管理者実施分＞
　①募集戸数355戸、応募者数755件、退去検査503件等、適切
    に行われた。
　②緊急修繕対応件数6,196件、適切に行われた。
　③家賃減免、収入区分更正及び入居承継ないし同居承認等の
    申請受付1,694件、適切に行われた。
　④収入申告書の配布、集約（全入居者）及び未提出者への指
    導等、適切に行われた。
　⑤駐車場申込、返還受付など1,804件、適切に行われた。
　⑥平成28年度以降、下記ｻｰﾋﾞｽの開始及び改善が行われた。
    ○入居決定者への説明会において、ガイドブックの配布に
      加えビデオを上映し、より分かり易い説明を実施
 　 ○収入申告の受付、相談業務において、申告義務の履行説
      明や収入超過・高額所得者に対する転居支援を実施
 　 ○子育て世帯や高齢者、障害者向け住居の募集戸数の比率
      を50%程度以上に高める（長崎地区）とともに、高齢者
      のみで構成される小世帯向けの住戸の面積基準を緩和
し、
      より実態に即した需要への対応を促進
 　 ○23年度からの引き続き
　　　・定期募集の抽選後、応募の無かった住戸の再募集を行
        い、随時入居需要に対応
  　　・入居申込受付期間を土日を含む４日間で実施
　　　・窓口対応業務時間を9時～19時まで実施（長崎地区）
　　　・就業時間外の緊急修繕に対応するため、音声応答転送
        装置によるテレホンサービスを実施
　　　・災害・事故対応27件、苦情・要望対応448件実施
  　　・60歳になる入居者に生活状況調査書を送付し、健康状
        態等把握
　　　・入居者のうち75歳以上の単身高齢者1,475名を対象に、
        延べ3,753回個別訪問し、健康相談・生活相談を実施
＜県実施分＞
　　家賃徴収率は97.26％で全国10位と高水準である。
　　（令和6年度末実績）

検　　　　証

　入居者募集は、定期募集を年4回実施している。窓口受付のほか郵送での申込受付を行うことで、入居申込者の利
便性向上に寄与しているところであり、入居決定者に対するアンケートにおいても高い評価を得ている。
　時間外対応については指定管理者職員が19時まで対応し、その後の時間帯については電話代行業者に接続すること
で確実な連絡体制を構築している。

非常勤
配置職員数 常勤

※（注記事項があれば記載）
（人） 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤

常勤 常勤 常勤 常勤

57,064 57,807
▲ 6,820 0

常勤
収支a-b 0 ▲ 6,820 ▲ 4,282 0 ▲ 21,285

うち人件費 57,807 ▲ 743 56,455 34,369 57,658

797,408 795,587
支出b 797,408 6,820 799,893 795,587 818,939 804,228 795,587

収入計a 797,408 0 795,611 795,587 797,654

797,408 795,587
その他 0
県負担金 797,408 0 795,611 795,587 797,654

（実績） （実績） （実績） （実績） （計画）
利用料金 0

ー

指定管理者
の収支状況

事業計画（R6） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
（千円） 実績－計画

達成率b/a ％ ー ー ー ー
219 253 184 230

ー

③
目標値 数値目標なし 数値目標なし 数値目標なし 数値目標なし 200
実績値

達成率b/a ％ ー ー ー ー

900
実績値 1,064 1,031 862 755

77 80

②
目標値 数値目標なし 数値目標なし 数値目標なし 数値目標なし

100 85
実績値 85 82 77 80①
目標値 100 100 100

達成率b/a ％ 85 82

令和7年度
単位 （実績） （実績） （実績） （実績） （計画）

時間外電話代行サービス件数

実　　　　績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

成
果
指
標
の
達
成
状
況

① 入居率
（目標値の根拠） <令和７年度実施における変更点＞

①管理戸数に対する入居戸
数により算定
②各募集期間における応募
件数を集計
③指定管理者の提案により
実施している対応件数を集
計

①退去後の修繕が必要な住戸数を踏まえ、目標
値を現実的かつ適切な水準に見直した。今後
は、計画的な改修を継続的に実施することで、
施設の維持管理水準を確保しつつ、入居率の向
上を図る。

② 入居応募件数

③



＜指定管理者実施分＞ （単位：千円）

＜県実施分＞

６．令和７年度事業の実施にあたり見直した内容

（説明）
○数値目標設定指標である入居率は、過去95％以上を維持して来たが、平成30年度以降、減少傾向が顕著になって
　いる。また、令和4年度以降は、老朽化が進む団地の建替えに向けた取り組みを行っており、当該住宅への入居募
　集停止や他（県住以外含む）への住替えを斡旋した影響により、入居件数が減少した。人口減少が今後も続く見
　通しであることから、応募者の需要動向や立地条件、交通のアクセス状況等団地ごとの受給バランスの分析を行
　うとともに、用途廃止や市町移管すべき住戸の具体的検討とスケジュール策定を進める必要がある。
○また、近年の物価高騰等による修繕費増等の影響で未修繕住戸が増えており、修繕計画について見直しが必要で
　ある。今後は他県の状況を参考にするなどにより修繕の程度の精査等を行い、適切な修繕費の執行に努めるとと
　もに、空き住戸の解消に取り組む必要がある。
○夜間や休日等の緊急補修等への対応も充実･強化を図っている一方で、近年豪雨や台風による施設、設備の被災
　が増加する傾向にあるため、入居者の安全確保も含めて、日常的な点検及び災害に備えた対応を更に強化する必
　要がある。
○利用者へのサービス向上のため、75歳以上の単身高齢者への個別訪問等の取組みをはじめ、福祉･保健関係機関
　との連携の強化に努めているが、高齢夫婦や高齢者を含む入居世帯が増加しており、介護・介助等同居者を含め
　た世帯単位のサービス･支援体制の充実求められている。また、近隣との深刻なトラブルや孤立を深める入居者
　が顕著になりつつあり、よりきめ細かな状況把握と問題解決に向けた対処能力を高める取り組みが、今後も継続
　的に求められる。
〇上記を踏まえ、令和８年度の指定管理者更新に際しては、指定管理者の応募に係る競争性の確保に資するよう、
　人件費や物価の高騰に対応した費用への見直しを検討しているところであり、引き続き適切な指定管理制度の推
　進に努めていく。

内　　　　容
〇平成30年度から、四半期ごとに提出される負担金の執行状況の経過報告等を基に、相互の情報交換や認識の共有
　化を図り、取り組むべき改善点が明確化され、一定の成果が得られたところである。
〇近年の人口減少、少子高齢化の加速度的進展に伴い、空き住戸の増加や新規入居応募のない住戸における退去に
　係る修繕工事の遅延等の状況も認められることから、退去修繕の実施状況を把握するとともに、その改善につい
　ても具体的対策の構築を図ることとしている。

　○県の収入は、3,718,847千円で内訳は以下のとおり
　　家賃・駐車場使用料　　　　　3,716,987千円
　　財産貸付収入　　　　　 　　 　  1,860千円

　○県の負担金以外の支出は　582,876千円　で内訳は以下のとおり
　　国有財産等所在市町村交付金　　368,955千円
　　家賃徴収人件費　　　　　　　　 61,917千円
　　県営住宅火災保険　　　　　　　 23,090千円
　　電算システム委託料　　　　　　　3,207千円
　　住宅管理ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ借り上げ代　　　　783千円
　　その他                        124,924千円

検　　　　証
　県営住宅全体の老朽化が進行する中で、近年は毎年のように台風・大雨被害に係る修繕箇所が生じており、被害復
旧に要する修繕費が増加傾向にある。令和6年8月には、台風10号による暴風で団地廊下に設置している防風スクリー
ンが落下し、当該団地駐車場に駐車中の入居者の自動車を破損させる事案が発生。指定管理者に対し改めて日常的な
点検の実施及び記録について指導を行ったところ。
　予算の効率的かつ効果的な執行については、過去には多額の収入不足を計上した年度もあるが、引き続き経営努力
と設置者である県との緊密な連携を図ることで、収支均衡に向けて不断の取組みを進めているところ。

指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価 Ｂ

収
支
の
状
況

収支計画・実績

主な項目 計画

うち事務費 49,947 57,101 物価高騰の影響による増
収支a-b 0 △ 6,820

うち修繕費
保守管理費 689,654 690,063

うち人件費 57,807 57,064

支出ｂ 797,408 804,228

うち県負担金 797,408 797,408

実績 増減理由・収支改善の取り組み等
収入ａ 797,408 797,408



７．令和７年度事業の評価 ※評価区分（ａ：行われている、ｂ：一部行われていない、ｃ：行われていない）

■

■

■

■

■

■

■

８．令和８年度事業の実施に向けた方向性
現状維持 ■ 改善 移管 廃止

c.余地がある

（その他の観点）

区　　分
（説明：令和８年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）
〇令和８年度の指定管理者更新に際しては、指定管理者の応募に係る競争性の確保に資するよう、人件費や物価の高
　騰に対応した費用への見直しを検討しているところであり、引き続き適切な指定管理制度の推進に努めていく。
○近年の物価高騰等による修繕費増等の影響で、未修繕住戸が増加していることから、修繕計画について見直しが必
　要である。今後は修繕の程度の精査はもとより、地区ごとの入居希望の状況をしっかり把握し、適切・迅速な修繕
　に努めていくことで、入居希望者のニーズに対応できるようにし、空室があるのに入居できないといった事態を解
　消していく。
〇近隣との深刻なトラブルや孤立を深める入居者も顕著になりつつあり、よりきめ細かな状況把握と問題解決に向け
　た対処能力を高める取り組みが求められる。自治会等地域コミュニティとの連携強化がより重要性を増している。

有
効
性

・指定管理者制度は、施設の設
置目的の達成に十分寄与する手
法となっているか。

a.なっている 　良好な運営管理、サービスの提供を行っており、入居申
込者アンケートでも概ね良好な回答が得られている。b.一部なっていない

c.なっていない
・事業効果をさらに上げる余地
はないか。

a.余地はない 　高齢者の見守りサービスに取り組むなど、サービス向上
に不断の努力を重ねているが、高齢化の一層の進展を見据
え、今後さらに福祉・保健分野にまたがるサービスの拡充･
強化を図る必要がある。

b.一部余地がある

c.得られていない

・指定管理者制度以外で、同一
の県負担や業務量でより大きな
活動結果が得られる手法に代え
られないか。

a.代えられない 　公営住宅については、管理代行制度も設けられている
が、本県が管理する住宅は、特定公共賃貸住宅や改良住宅
など公営住宅以外の住宅があり、これらの住宅について
は、管理代行制度での維持管理ができない。

b.一部代えられない

　入居応募の平均倍率は2.1倍と依然高いレベルを維持して
おり、低廉かつ上質な賃貸住宅への需要は高止まりしてい
ることから、公営住宅の必要性は全く薄れていないb.一部薄れている

c.薄れている

・事業を取りまく環境、経済情
勢などの変化に適応している
か。

c.代えられる

・市町または民間に移管・移譲
することが適当（可能）ではな
いか。

a.適当（可能）でない 　当該住宅の所在地市町、立地状況、居住者の理解･協力等
条件が整えば、所在地の市町への移管が可能であるが、市
町における建物の経年劣化による将来的な補修費の負担増
や、家賃滞納者の引継ぎ、管理業務の負担増などの課題が
ある。

b.一部適当（可能）でない

c.適当（可能）である

・経費節減に向けた取り組みが行われて
いるか。

ａ
　人件費及び一般管理費の節減や効率的執行に積極的に取り組
んでおり、徐々に収支改善効果が上がって来ている。

（その他の観点）

効
率
性

・県の負担や業務量に見合った
活動結果が得られているか。

a.得られている 　入居者募集の受付、決定に至る業務や家賃決定の根拠と
なる収入申告について、申告書類の発送や受付等の補助、
支援業務を中心に、県が直営で行った場合かなりの負担と
なる業務の軽減に大きく寄与している。

b.一部得られている

a.薄れていない

施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
評
価

視点 評価 理由

必
要
性

・県民ニーズに照らして、事業
の必要性が薄れていないか。

a.適応している 　高齢化社会の進展や障がい者、子育て世帯等に配慮した
ユニバーサルデザインへの需要の高まり、さらに耐震性強
化等も勘案して、外付けEVの設置及び住戸改善工事と併せ
団地集会所の改築等を順次実施している。

b.一部適応していない

c.適応していない

・施設・設備の維持管理は適切に行われ
ているか。

ａ
　迅速、公平な修繕をする為に基準等を作成し、その基準に
沿った執行を徹底している。

・収入の確保に向けた取り組みが行われ
ているか。

－
「利用料金制度」を導入していない。

・住民の公平かつ平等な利用の確保が行
われているか。

ａ
　特に公平・中立的な対応が求められる入居募集業務を中心
に、厳正な業務執行体制が確立されている。

・利用者に質の高いサービスの提供が行
われているか。

ａ

　夜間や休日の緊急対応サービスの提供に不断の努力を傾けて
おり、多様化、複雑化する居住者からのサービス要求への対応
に積極的に取り組んでいる。

指
定
管
理
者
の
行
う
管
理
運
営
等
に
関
す
る
評
価

視点 評価 判定理由

・施設の設置目的にあった管理運営が行
われているか。

ａ
　居住者等への恣意的な対応とならないよう公正・公平な業務
執行に努めており、公営住宅の設置目的に沿った管理が行われ
ている。


